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計画の推進体制①

○ 各疾病・事業単位で設置している協議会等において、
事業の進捗状況や指標などについて評価・検討を行い、
保健医療計画に基づく取組を推進

○ 「地域医療構想調整会議」を活用し、医療機能の分化と
連携を促進

＜保健医療計画の推進体制＞
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計画の推進体制②

医療計画におけるＰＤＣＡサイクル
関係者による議論を通じた合意形成を得ながら、データを十分に活用し、

現状と課題を把握し、患者の受療動向を踏まえて、医療提供体制のあるべき
姿を念頭において目標を立て、着実に計画を実行し、適切な指標を用いて、
進捗評価を行い、医療計画を見直す。

～PDCAサイクルを通じた医療計画の実効性の向上のための研究会報告書より一部抜粋～

Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（実施）→Ｃｈｅｃｋ（評価）→Ａｃｔｉｏｎ（改善）→Ｐｌａｎ（計画）…
計画策定後も、継続的に見直しを行い、医療計画の実効性を高めます。 ２


